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令和３年度大村市健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定に基づき、審査に付された令和３年度大村市健全化判断比率及び資金不足

比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次

のとおり意見を提出します。





令和３年度大村市健全化判断比率審査意見

第１ 審査の対象

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）

第２ 審査の着眼点

（１）健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、法令に適合して

いるか。

（２）健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数は、正確か。

第３ 審査の主な実施内容

この審査は、大村市監査基準（令和２年大村市監査委員告示第１号）に準拠し、市長か

ら審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

て、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問及び閲覧の手続により実施した。

第４ 審査の実施場所及び日程

（１）実施場所 監査委員事務局、第８会議室及び議会第１委員会室

（２）日程 令和４年７月１５日から同年８月３日まで

第５ 審査の結果

上記第１から第４までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、審査に付された健全

化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、か

つ正確であると認められた。

令和３年度の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っている。

今後も、当該比率に十分留意の上、中長期的な視点に立った健全で持続可能な財政基盤

の構築に努められたい。

第６ 審査の概要

健全化判断比率及びその概要については、次のとおりである。

(単位：％)

（１）実質赤字比率について

一般会計における実質収支は 24 億 6,787 万円の黒字であり、実質赤字比率は算定さ

れない。

比 率 名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和 3年度 － － 9.0 －

令和 2年度 － － 9.2 36.0

増 減 － － △0.2 △36.0

早期健全化基準 12.33 17.33 25.0 350.0
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（２）連結実質赤字比率について

一般会計及び特別会計の実質収支並びに公営企業会計の資金不足額・剰余額の合計

である連結実質収支は 423 億 1,128 万円の黒字であり、連結実質赤字比率は算定され

ない。

（３）実質公債費比率について

実質公債費比率は、9.0％であり、前年度と比べて 0.2 ポイント改善し、早期健全化

基準の 25.0％を下回っている。

（４）将来負担比率について

将来負担額を充当可能基金等が上回っており、将来負担比率は算定されない。
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令和３年度大村市資金不足比率審査意見

第１ 審査の対象

資金不足比率

第２ 審査の着眼点

（１）資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、法令に適合している

か。

（２）資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数は、正確か。

第３ 審査の主な実施内容

この審査は、大村市監査基準（令和２年大村市監査委員告示第１号）に準拠し、市長か

ら審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、

証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問及び閲覧の手続により実施した。

第４ 審査の実施場所及び日程

（１）実施場所 監査委員事務局、第８会議室及び議会第１委員会室

（２）日程 令和４年７月１５日から同年８月３日まで

第５ 審査の結果

上記第１から第４までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、審査に付された資金

不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ

正確であると認められた。

資金不足比率は、各公営企業会計において資金不足が生じていないため算定されない。

各公営企業会計においては、引き続き収入の確保に努めるとともに、経費の削減及び業務

の効率化を図り、安定した経営基盤の構築に努められたい。

第６ 審査の概要

資金不足比率は、次の表のとおりである。

(単位：％)

会 計 名
資金不足比率

経営健全化基準
令和３年度 令和２年度

大村市工業団地整備事業特別会計 － － 20.0

大村市水道事業会計 － － 20.0

大村市病院事業会計 － － 20.0

大村市モーターボート競走事業会計 － － 20.0

大村市工業用水道事業会計 － － 20.0

大村市下水道事業会計 － － 20.0

大村市農業集落排水事業会計 － － 20.0
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